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平
安
時
代
中
後
期
追
善
願
文
の
文
章
構
成
に
つ
い
て

ー
『
太
廟
文
粋
』
＇
『
本
蘭
賃
文
粋
』
月
収
羅
文
を
籍
と
し
て

1

山

本

真

吾

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
二
号
に
続
い
て
、
平
安
時
代
中
・
後
期
の
追
善
願
文

に
お
け
る
文
章
構
成
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（

注
1
)
。

平
安
時
代
の
願
文
の
言
語
表
現
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
湯
合
、
さ
し
あ

た
り
、
①
冒
頭
末
尾
の
表
現
形
式
、
②
対
句
表
現
の
句
法
や
平
仄
、
③
文

章
構
成
、
④
語
彙
（
唐
名
、
漢
語
）
と
い
っ
た
視
点
を
設
け
る
こ
と
が
有

効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
は
、
漢
文
文
献
の
文
章
体
の
指
標
と
し
て
、
広
く
有
効
で
あ
る
こ
と

が
説
か
れ
（
注
2
)
、
筆
者
も
平
安
時
代
の
願
文
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と

が
あ
る
（
注
3
)
。
②
に
つ
い
て
は
、
日
本
餅
罷
文
の
文
章
に
つ
い
て
広

く
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
4
)
の
で
あ
っ
て
、
後
の
い
わ
ゆ
る

和
漢
混
滑
文
の
対
句
表
現
に
つ
い
て
も
、
平
安
朝
馴
文
史
の
解
明
を
侯
っ

て
は
じ
め
て
正
確
な
位
置
づ
け
の
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
今
後
多
く
の
こ
と
を
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
願
文
語
彙
の
拡
が
り
、
特
に
後
代
の
作
品
へ
の
影
響
に
つ
い

0
キ
ー
ワ
ー
ド
1
1
追
善
願
文
・
文
章
構
成
•
本
朝
文
粋
•
本
朝
続
文
粋ても
、
単
な
る
引
用
・
出
典
論
を
超
え
て
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

〇
其
墓
を
尋
て
見
給
へ
ば
、
松
の
一
村
あ
る
中
に
、
か
ひ
が
ひ
し
う
壇
を

つ
い
た
る
事
も
な
し
。
（
中
略
）
誠
に
存
生
の
時
な
ら
ば
、
大
納
言
入

道
殿
こ
そ
、
い
か
に
共
の
給
ふ
べ
き
に
、
生
を
へ
だ
て
た
る
習
ひ
程
、

う
ら
め
し
か
り
け
る
物
は
な
し
。
苔
の
下
に
は
誰
か
こ
た
ふ
べ
き
。
た

だ
嵐
に
さ
は
ぐ
松
の
響
ば
か
り
な
り
。
（
中
略
）
年
去
年
来
れ
共
、
忘

れ
が
た
き
は
撫
育
の
昔
の
恩
、
夢
の
ご
と
く
幻
の
ご
と
し
。
尽
き
が
た

き
は
恋
慕
の
い
ま
の
涙
也
。

（
平
家
物
語
・
巻
第
三
少
将
都
帰
、
新
大
系
上
）

0

定
家
朝
臣
母
身
ま
か
り
て
の
ち
、
秋
ご
ろ
墓
所
ち
か
き
堂
に
ま
か
り

て

、

よ

み

侍

り

け

る

皇

太

后

宮

大

夫

俊

成

ま
れ
に
く
る
夜
は
も
か
な
し
き
松
風
を
た
え
ず
や
苔
の
下
に
聞
く
ら
む

（
新
古
今
和
歌
集
・
巻
第
八
哀
傷
歌
、
七
九
六
）

な
ど
に
見
え
る
「
松
の
響
」
や
「
松
風
」
は
、
願
文
に
常
套
の
＾
墳
墓
の

松
＞
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な

一
々
の
語
彙
表
現
の
分
析
は
す
べ
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
（
注
5
)
。

こ
こ
で
は
、
③
の
文
章
構
成
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
中
・
後
期
の
追
善

願
文
を
対
象
と
し
て
考
察
し
、
当
時
の
追
善
願
文
の
表
現
に
＾
類
型
＞
を
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見
出
だ
そ
う
と
思
う
。

二
、
平
安
時
代
中
・
後
期
願
文
の
概
観

本
稿
で
対
象
と
す
る
平
安
時
代
中
・
後
期
の
願
文
は
、
西
暦
九
0
一
年

か
ら
一

0
八
六
年
に
至
る
作
で
、
前
稿
「
平
安
時
代
の
願
文
に
於
け
る
冒

頭
・
末
尾
の
表
現
形
式
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

49
、
平
成
元
年
・
三
月
）
付
載
の
「
平
安
時
代
願
文
一
覧
稿
」
の
57S18.

の
計
六
十
二
篇
で
あ
る
。
こ
の
中
心
を
成
す
の
は
、
『
本
朝
文
粋
』
な
ら

び
に
『
本
朝
続
文
粋
』
所
収
の
願
文
で
あ
る
。

抑
、
願
文
と
は
、
死
者
の
冥
福
を
祈
る
忌
日
法
要
や
廟
社
・
塔
寺
な
ど

の
建
築
奉
納
、
ま
た
造
仏
納
経
等
諸
種
の
法
会
法
要
の
お
り
に
、
そ
れ
ら

仏
教
行
事
を
企
て
る
施
主
（
願
主
）
の
願
意
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
『

本
朝
文
粋
』
の
部
立
て
に
拠
れ
ば
、
内
容
上
、
追
善
・
供
養
塔
寺
・
神
祠

修
善
・
雑
修
善
（
仏
像
開
眼
、
経
典
書
写
供
養
な
ど
）
の
如
く
分
類
し
、

『
本
朝
続
文
粋
』
で
は
、
修
善
と
追
善
の
二
つ
に
分
類
す
る
。

こ
の
う
ち
死
者
の
冥
福
を
祈
る
追
善
の
願
文
は
、
『
本
朝
文
粋
』
で
は

巻
第
十
四
に
、
『
本
朝
続
文
粋
』
で
は
巻
第
十
三
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
立
し

て
収
め
て
い
る
。

か
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
・
後
期
に
お
い
て
、
追
善
願
文
は
願
文
の
中

に
あ
っ
て
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―
―
-
、
文
章
構
成
の
認
定

本
稿
に
先
立
っ
て
、
追
善
願
文
の
文
章
構
成
に
つ
い
て
、
空
海
や
道
真

の
作
品
を
中
心
と
す
る
平
安
初
頭
期
の
作
品
（
注
6
)
と
大
江
匡
房
の
作

品
を
収
め
る
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
（
注
7
)
を
対
象
と
し
て
考
察
し

た
こ
と
が
あ
る
。
と
も
に
、
山
岸
文
庫
本
整
版
『
王
澤
不
渇
紗
』
の
基
準

に
拠
っ
て
構
成
を
認
め
た
。

こ
の
山
岸
文
庫
本
整
版
『
王
澤
不
渇
紗
』
二
（
『
諷
誦
願
文
表
白
筆
鉢
』

も
同
一
）
は
、
追
善
願
文
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一
番
四
種
次
第
[
-
世
間
無
常
通
用
鏃
也
・
一
孝
行
儀
・
一
仏
法
賛

嘆
・
一
悲
嘆
哀
傷
]

二
番
聖
霊
平
生
存
生
之
様

三
番
病
中
之
様

四
番
逝
去
之
様

五
番
悲
嘆
事

六
番
日
数
事

七
番
修
善
仏
経
事

八
番
時
節
景
気
事

九
番
昔
因
縁
事

十
番
廻
向
句
事

右
の
う
ち
、
今
ま
で
の
考
察
で
、
八
番
・
九
番
は
独
立
性
が
希
薄
で
あ

っ
て
、
他
と
は
区
別
し
て
扱
う
必
要
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
八
番
の
時
節
景
気
事
は
、
七
番
修
善
仏
経
事
を
中
心
に
法

会
の
様
子
を
記
す
箇
所
に
重
ね
て
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ま
た
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四、

九
番
の
昔
因
緑
事
も
、
主
と
し
て
五
番
の
亡
者
を
哀
悼
す
る
所
で
中
国
古

典
の
故
事
を
引
い
て
綴
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
独
で
認
定

し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
の
点
を
含
ん
だ
上
で
、
以
下
に
、
平
安
時
代
中
・
後
期
の
追
善

願
文
の
文
章
構
成
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

『
本
朝
文
粋
』
所
収
追
善
願
文
の
文
章
構
成

ま
ず
、
平
安
時
代
中
期
の
様
相
を
把
握
す
べ
く
『
本
朝
文
粋
』
所
収
の

追
善
願
文
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
文
章
構
成
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
。

『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
に
は
、
「
願
文
下
追
善
」
と
し
て
、
次
の
作

品
を
収
め
る
（
注
8
)
e

1
陽
成
院
四
十
九
日
御
願
文
（
天
暦
三
年
十
一
月
一
日
、
後
江
相
公
）

2
朱
雀
院
四
十
九
日
御
願
文
（
天
暦
六
年
十
月
二
日
、
同
右
）

3
朱
雀
院
周
忌
御
願
文
（
天
暦
七
年
八
月
七
日
、
同
右
）

4
円
融
院
四
十
九
日
御
願
文
（
正
暦
二
年
問
二
月
廿
七
日
、
菅
相
公
）

5
華
山
院
四
十
九
日
御
願
文
（
寛
弘
五
年
三
月
廿
二
日
、
江
以
言
）

6
一
条
院
四
十
九
日
御
願
文
（
寛
弘
八
年
八
月
十
一
日
、
江
匡
衡
）

7
村
上
天
皇
為
母
后
四
十
九
日
御
願
文
（
天
暦
八
年
一
＿
一
月
廿
日
、
後
江
相

公）

8
為
二
品
長
公
主
四
十
九
日
願
文
（
寛
和
元
年
六
月
十
七
日
、
慶
保
胤
）

9
為
左
大
臣
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文
（
天
暦
元
年
十
一
月
廿
日
、
後
江

相
公
）

10
為
大
納
言
藤
原
卿
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文
（
寛
和
元
年
間
八
月
二
日

慶
保
胤
）

11
為
謙
徳
公
修
報
恩
善
願
文
（
天
禄
二
年
四
月
廿
九
日
、
菅
三
品
）

12
重
明
親
王
為
家
室
四
十
九
日
願
文
（
天
慶
八
年
三
月
五
日
、
後
江
相
公

）
 

13
為
亡
息
澄
明
四
十
九
日
願
文
（
天
暦
四
年
九
月
四
日
、
後
江
相
公
）

14
為
右
近
中
将
源
宜
方
四
十
九
日
願
文
（
長
徳
四
年
十
月
十
二
日
、
江
匡

衡）

15
為
覚
運
僧
都
四
十
九
日
願
文
（
寛
弘
四
年
十
二
月
十
日
、
江
以
言
）

年
代
と
し
て
は
、

12
の
作
品
が
天
慶
八
（
九
四
五
）
年
と
最
も
古
く
、

6
の
作
品
が
、
寛
弘
八

(
1
0
1
―
)
年
で
新
し
い
。

1
S
6
は
、
追
善
の
対
象
と
な
る
聖
霊
（
亡
者
）
が
院
で
あ
る
作
品
、

7
S
1
0
は
、
貴
女
（
皇
女
、
后
・
女
御
）
、

11
以
下
は
、
臣
下
な
ど
で
あ

っ
て
、
聖
霊
の
身
分
に
従
っ
て
配
列
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

作
者
に
注
目
す
る
と
、
最
も
多
く
の
作
品
を
収
め
る
の
は
後
江
相
公
（

大
江
朝
綱
）
で
あ
る

[
1
.
2
.
3
.
7
.
9
.
1
2
.
1
3
]
。

朝
綱
は
、
音
人
の
孫
、
玉
淵
の
子
。
延
喜
十
一
年
文
章
生
に
補
せ
ら
れ

て
よ
り
、
文
章
博
士
、
正
四
位
下
に
至
り
、
天
徳
元
年
（
九
五
七
）
十
二

月
七
十
二
歳
で
卒
す
（
公
卿
補
任
）
。
時
の
名
文
家
と
し
て
活
躍
し
（
江

談
抄
な
ど
）
、
中
で
も
願
文
の
作
は
殊
に
す
ぐ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
後
代

の
説
話
の
伝
え
る
所
と
な
っ
て
い
る
(
+
訓
抄
「
大
江
朝
綱
が
願
文
秀
句

の
事
」
）
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

朝
綱
の
他
、
大
江
家
の
人
物
と
し
て
は
、
以
言

[
5
.
1
5
]
、
匡
衡
[
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6
.
1
4
]
の
名
が
見
え
る
。

以
言
は
、
仲
宣
の
子
。
年
少
く
し
て
業
を
藤
原
篤
茂
に
受
け
、
長
保
年

中
に
文
章
博
士
と
な
り
従
四
位
下
に
至
り
、
寛
弘
七
年
七
月
五
十
六
歳
で

卒
す
（
日
本
紀
略
な
ど
）
。
従
姪
匡
衡
や
紀
斉
名
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
文
名

を
馳
せ
た
（
江
談
抄
）
。
ま
た
、
匡
衡
は
、
重
光
の
子
。
永
詐
元
年
十
一

月
文
章
博
士
と
な
り
、
長
和
元
年
七
月
六
十
一
歳
で
卒
す
。
博
学
当
時
に

及
ぶ
も
の
な
く
、
加
え
て
和
歌
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た
（
中
古
歌
仙
三
十
六

人
伝
）
。

以
上
の
他
、
慶
滋
保
胤

[
8
.
1
0
]
の
名
を
見
出
だ
す
。
陰
陽
の
家
加

茂
忠
行
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
の
ち
菅
原
文
時
の
門
に
入
る
も
、
寛
和
二

年
出
家
し
て
長
徳
三
年
東
山
如
意
輪
寺
に
て
死
す
（
続
本
朝
往
生
伝
、
今

昔
物
語
集
な
ど
）
。

ま
た
、
菅
相
公
（
菅
原
輔
正
)

[

4

]

、
菅
三
品
（
菅
原
文
時
)

[

1

1

]

の
ご
と
き
、
菅
原
家
の
儒
者
の
名
も
見
え
る
。

輔
正
は
、
道
真
の
孫
在
射
の
子
。
天
禄
元
年
文
章
博
士
、
長
保
五
年
正

三
位
に
進
み
、
寛
弘
六
年
八
十
五
歳
で
卒
す
、
北
野
宰
相
と
称
せ
ら
る
（

公
卿
補
任
、
古
今
著
聞
集
）
。
文
時
は
、
道
真
の
孫
。
天
元
四
年
正
月
念

願
の
従
三
位
に
叙
せ
ら
る
る
も
、
九
月
八
十
三
歳
で
世
を
去
る
（
本
朝
文

粋
、
公
卿
補
任
）
。
大
江
朝
綱
と
の
漢
文
学
上
の
交
流
も
伝
わ
る
（
古
今

著
聞
集
）
。

か
よ
う
に
、
『
本
朝
文
粋
』
所
収
の
追
善
願
文
の
作
者
は
、
い
ず
れ
劣

ら
ぬ
時
の
名
文
家
達
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
収
め
る
作
品
は
当

時
の
晴
れ
の
第
一
級
の
も
の
で
あ
る
と
判
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
中
か
ら
、

6
一
条
院
四
十
九
日
御
顧
文
を
取
り
上
げ
て
、

文
章
構
成
の
実
際
を
例
示
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

（
標
題
）
一
条
院
四
十
九
日
御
願
文
江
匡
衡

[
七
番
修
善
仏
経
事
]

奉
造
金
色
釈
迦
牟
尼
如
来
像
。
金
色
阿
弥
陀
如
来
像
。
金
色
弥

勒
菩
薩
像
各
一
罷
゜

右
先
皇
為
後
世
菩
提
在
世
之
日
所
造
。

奉
写
金
字
妙
法
蓮
華
経
一
部
八
巻
。
開
結
二
経
。
阿
弥
陀
般
若

・

心

経

等

各

一

巻

。

‘

右
四
十
九
日
聖
忌
所
奉
写
。

以
前
仏
経
。
旨
趣
如
此
゜

[
―
番
四
種
次
第
ー
仏
法
賛
嘆
]

夫
佛
日
雖
早
蔵
。
餘
輝
明
而
常
在
。
玄
風
雖
遥
隔
。
遺
韻
叩
而
猶
聞
。

U
一
番
聖
霊
平
生
存
生
之
様
]

伏
惟
我
聖
霊
陛
下
。
七
歳
即
帝
位
。
九
歳
携
詩
書
。
螢
政
理
於
文
學
。

通
百
家
以
重
十
家
。
蕩
妄
想
於
真
如
゜
捨
七
賓
以
敬
三
賓
゜
凡
蕨
在
位

二
十
六
年
間
。
徳
化
光
於
古
今
。
福
恵
被
於
幽
顕
。
始
自
王
侯
相
将
。

至
子
細
素
男
女
。
各
皆
輸
誠
動
行
。
莫
不
染
風
浴
恩
゜

[
-
―
一
番
病
中
之
様
]

於
是
今
年
五
月
聖
膿
不
豫
。
初
謝
璽
剣
以
逃
名
。
臣
妾
猶
期
浮
沈
於
仙

院
之
月
。
績
剃
饗
髪
以
入
道
。
新
菌
皆
議
追
従
於
禅
門
之
雲
。
此
之
二

事
。
不
相
諧
゜

[
四
番
逝
去
之
様
]
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敬
白

こ
の
願
文
の
場
合
、
最
初
に
七
番
修
善
仏
経
事
が
置
か
れ
、
供
養
の
仏

六
月
二
十
二
日
。
遂
以
入
減
。

[
五
番
悲
嘆
事
]

四
海
皆
懇
仁
恩
。
最
深
者
渭
陽
嗚
咽
之
暁
浪
゜
雙
林
忽
唱
減
度
。
至
悲

者
椒
庭
寡
居
之
秋
風
。
計
其
御
寓
則
過
孝
文
皇
帝
理
世
之
年
。
思
其
昇

霞
亦
同
南
岳
大
師
臨
終
之
日
。

H
ハ
番
日
数
事
]

方
今
七
七
聖
忌
。
光
陰
欲
盈
゜
佛
者
生
前
之
御
願
。
以
三
尊
為
賓
朋
゜

経
者
夢
後
之
精
勤
。
以
一
乗
為
輿
望
。
即
於
平
昔
之
燕
寝
。
敬
以
供
養

演
説
。
花
雨
不
知
天
人
之
所
供
歎
。
香
煙
即
是
月
支
之
所
獣
也
。
殿
庭

之
鏡
不
改
。
所
欠
只
一
人
慈
悲
之
昔
容
。
菩
提
之
筋
忽
成
。
所
加
只
四

衆
患
慕
之
新
涙
゜

[
五
番
悲
嘆
事
]

抑
追
思
往
事
。
燭
類
銅
魂
。
花
下
之
春
遊
゜
揮
神
筆
以
手
書
御
製
。
月

前
之
秋
宴
。
吹
玉
笛
以
自
操
雅
音
。
草
木
愁
色
。
況
於
蘭
省
梨
園
乎
゜

鳥
獣
哀
聾
゜
況
於
虎
闊
鳳
閣
乎
。
鹿
呼
尊
懺
猶
如
在
子
眼
前
。
顧
命
亦

恭
留
子
耳
底
。
常
恐
偏
以
親
舅
。
垂
老
而
輔
佐
壮
年
之
君
゜
崖
圏
更
引

遺
孤
゜
呑
悲
而
経
営
今
日
之
事
。

[
＋
番
廻
向
句
事
]

仰
顧
諸
佛
知
見
證
明
。
十
萬
億
之
國
土
何
言
遥
。
早
迎
仙
輝
於
極
楽
。

―
―
-
＋
二
之
賓
詐
誰
論
短
。
自
象
妙
相
於
如
来
。
恩
徳
之
餘
。
普
及
遠
近
，

[
結
び
]

像
・
経
典
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
「
夫
」
の
発
句
に
て
一
番
四

種
次
第
（
こ
こ
で
は
仏
法
賛
嘆
）
が
始
ま
り
、
以
下
、
二
番
聖
霊
平
生
存

生
之
様
に
て
一
条
院
の
生
前
の
至
徳
を
礼
賛
し
、
三
番
病
に
臥
し
、
四
番

逝
去
之
様
、
五
番
悲
嘆
事
と
続
く
。
六
番
日
数
事
と
し
て
「
方
今
」
よ
り

法
会
の
様
子
が
語
ら
れ
、
「
抑
」
と
再
度
五
番
悲
嘆
事
、
亡
者
に
対
す
る

哀
悼
の
意
を
表
明
す
る
。
最
後
に
、
十
番
廻
向
句
事
「
仰
願
」
以
下
が
述

べ
ら
れ
、
「
敬
白
」
で
結
ぶ
。

や
は
り
、
前
稿
（
注
9
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
番
、
五
番
あ
た
り

に
願
文
表
現
の
主
軸
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
八
番
・
九
番

は
認
め
が
た
く
、
強
い
て
見
出
だ
す
と
す
れ
ば
五
番
の
「
孝
文
皇
帝
」
の

所
あ
た
り
に
な
ろ
う
か
。

次
に
、
他
の
諸
篇
に
つ
い
て
も
同
様
の
観
察
を
し
て
み
る
。

1
、
陽
成
院
四
十
九
日
御
願
文

七
番
・
「
右
ー
」
（
法
会
の
趣
旨
）
・
一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
こ
一
番
・

四
番
・
五
番
・
十
番
・
「
敬
白
」

2
、
朱
雀
院
四
十
九
日
御
願
文

七
番
・
「
ー
大
概
如
右
」
（
法
会
の
趣
旨
）
こ
一
番
「
伏
惟
」
・
―
―
一
番

•
四
番
「
方
今
」
・
五
番
・
六
番
「
愛
」
（
法
会
の
様
子
詳
細
に
綴
る
）

•
五
番
・
「
令
修
如
件
敬
白
」

3
、
朱
雀
院
周
忌
御
願
文

七
番
・
「
右
ー
大
略
如
斯
」
（
法
会
の
趣
旨
）
・
一
番
（
世
間
無
常
通

用
餞
）
こ
一
番
・
四
番
・
五
番
・
ニ
番
「
又
」
（
九
番
重
ね
る
）
・
六
番

•
五
番
（
八
番
重
ね
る
）
・
十
番
「
凡
蕨
」
・
「
薔
臣
奉
令
旨
令
修
如
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件
敬
白
」

4
、
圃
融
院
四
十
九
日
御
願
文

七
番
・
「
以
前
佛
経
供
養
演
説
」
・
一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
こ
一
番
「
伏

惟
」
・
三
番
・
四
番
「
幾
圏
」
・
五
番
・
六
番
（
八
番
重
ね
る
、
法
会
の

様
子
詳
細
に
綴
る
）
・
十
番
「
凡
蕨
」
・
「
敬
白
」

5
、
華
山
院
四
十
九
日
御
願
文

七
番
・
「
右
ー
」
（
法
会
の
趣
旨
）
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
こ
一
番
（

九
番
重
ね
る
）
•
五
番
（
八
番
・
九
番
重
ね
る
）
•
六
番
「
今
」
・
五
番

・
十
番
・
「
敬
白
」

6
、
一
条
院
四
十
九
日
御
願
文

（
先
掲
）

7
、
村
上
天
皇
為
母
后
四
十
九
日
御
願
文

「
皇
帝
誨
成
明
稽
首
和
南
三
賓
境
界
」
・
一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
「
蓋

聞
」
こ
一
番
「
伏
惟
」
•
四
番
・
五
番
・
六
番
「
方
今
」
・
五
番
・
十
番

「
仰
願
」
・
「
敬
白
」

8
、

為

二

品

長

公

主

四

十

九

日

願

文

．

一
番
（
世
間
無
常
通
用
鍛
）
「
夫
以
」
・
四
番
・
ニ
番
・
六
番
「
今
」
．

七
番
・
十
番
・
「
敬
白
」

9
、
為
左
大
臣
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文
・

「
弟
子
良
稽
首
膿
足
十
方
三
賓
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
・
ニ
番
「
伏

惟
」
・
四
番
「
何
圏
」
・
五
番
・
六
番
「
今
」
・
七
番
（
九
番
重
ね
る
「

昔
」
）
・
十
番
「
唯
願
」
・
「
稽
首
和
南
敬
白
」

10
、
為
大
納
言
藤
原
卿
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文

「
弟
子
為
光
前
白
佛
言
」
・
一
番
（
世
間
無
常
通
用
鍛
）
「
夫
」
こ
一
番

.
―
―
一
番
・
四
番
・
五
番
（
九
番
重
ね
る
）
•
六
番
・
七
番
・
十
番
「
佛
願
」

・
「
敬
白
」

11
、
為
謙
徳
公
修
報
恩
善
願
文

「
弟
子
伊
手
蹄
命
稽
首
前
白
佛
日
」
・
一
番
（
孝
行
儀
）
こ
一
番
・

四
番
・
五
番
・
七
番
「
是
以
」
・
六
番
（
八
番
重
ね
る
）
・
十
番
・
「
弟

子
靡
命
稽
首
敬
白
」

12
、
重
明
親
王
為
家
室
四
十
九

H
願
文

「
弟
子
重
明
稽
首
和
南
白
佛
言
」
・
一
番
（
世
間
無
常
通
用
鏃
）
．

二
番
「
伏
惟
」
・
四
番
「
而
」
・
五
番
・
六
番
「
方
今
」
・
七
番
「
俯
」

・
十
番
・
「
敬
白
」

13
、
為
亡
息
澄
明
四
十
九
日
願
文

「
弟
子
朝
綱
敬
白
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
・
三
番
「
伏
惟
」
•
四
番
・

六
番
・
五
番
「
崖
圏
」
こ
一
番
「
抑
」
・
―
―
一
番
「
又
」
・
七
番
「
例
」
．

五
番
・
「
稽
首
和
南
敬
白
」

14
、
為
右
近
中
将
源
宜
方
四
十
九
日
願
文

「
女
弟
子
敬
白
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
こ
一
番
「
所
天
」
・
三
番
「
而
」

•
四
番
・
五
番
・
六
番
「
愛
」
・
十
番
・
「
敬
白
」

15
、
為
覚
運
僧
都
四
十
九
日
願
文

「
繹
迦
牟
尼
佛
弟
子
藁
等
蹄
命
頂
膿
白
佛
言
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）

「
夫
」
・
三
番
・
四
番
・
五
番
・
ニ
番
・
四
番
「
而
」
・
五
番
・
六
番
「

於
是
」
・
七
番
・
十
番
「
仰
願
」
・
「
敬
白
」

右
の
諸
篇
を
通
覧
す
る
と
、
ま
ず
、

1
S
6
の
、
院
が
亡
者
で
あ
る
願
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五、

文
の
場
合
は
、
七
番
を
最
初
に
置
き
、
法
会
の
趣
旨
を
簡
票
に
述
べ
る
文

が
置
か
れ
、
以
下
、
一
番
か
ら
ほ
ぽ
順
次
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。

こ
の
形
式
は
、
前
代
の
空
海
作
の
作
品
に
は
見
ら
れ
ず
道
真
の
願
文
の
中

に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
の
構
成
の
あ
り
方
は
、
亡
者

が
「
院
」
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
属
性
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
よ
う

で
あ
っ
て
、
道
真
作
の
願
文
に
お
け
る
こ
の
構
成
の
も
の
が
「
院
」
を
亡

者
と
し
な
い
こ
と
、
又
、
後
世
の
大
江
匡
房
の
願
文
の
中
に
「
院
」
が
亡

者
で
あ
る
作
も
存
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。

又
、
こ
れ
ら
諸
篇
に
あ
っ
て
は
、
一
番
に
始
ま
り
十
番
に
終
わ
る
と
い

う
点
で
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、
二
番
・
五
番
の
、
亡
者
の
生
前
の
さ
ま

を
追
想
し
、
死
を
悲
し
み
悼
む
と
い
う
箇
所
と
六
番
・
七
番
の
、
法
会
の

様
子
を
言
語
で
荘
厳
す
る
箇
所
を
具
有
す
る
と
い
う
点
も
、
お
お
む
ね
共

通
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
五
番
が
強
調

的
に
繰
り
返
し
述
べ
て
あ
る
篇
の
存
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
配
置
に
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
＾
型
＞
は
認
め
ら
れ
ず
、

叙
述
の
多
寡
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

『
本
朝
続
文
粋
』
所
収
追
善
願
文
の
文
章
構
成

次
に
、
『
本
朝
続
文
粋
』
所
収
の
追
善
願
文
の
文
章
構
成
を
観
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
後
期
の
様
相
を
把
握
し
て
み
た
い
。

『
本
朝
続
文
粋
』
巻
第
十
三
所
収
の
追
善
願
文
は
、
次
の
諸
篇
で
あ
る

（
注
10)
。

1
待
賢
門
院
奉
為
白
河
院
追
善
願
文
（
大
治
四
年
九
月
廿
八
日
、
敦
光
朝

臣
）

2
堀
河
院
奉
為
母
后
御
八
講
願
文
（
長
治
元
年
八
月
一
日
、
江
大
府
卿
）

3
鳥
羽
院
奉
為
母
后
五
部
大
乗
経
供
養
願
文
（
保
延
二
年
六
月
十
三
日
、

敦

光

朝

臣

）

．

4
皇
后
宮
四
十
九
日
願
文
（
萬
寿
二
年
五
月
十
四
日
、
忠
貞
朝
臣
）

5
白
河
院
奉
為
故
中
宮
堂
供
養
願
文
（
応
徳
三
年
六
月
十
六
日
、
江
帥
）

6
六
条
右
大
臣
室
家
奉
為
同
宮
堂
供
養
願
文
（
年
月
日
、
江
大
府
卿
）

7
中
宮
周
忌
願
文
（
永
久
三
年
十
月
一
日
、
敦
光
朝
臣
）

8
東
宮
四
十
九
日
願
文
（
応
徳
二
年
十
二
月
廿
二
日
、
有
信
朝
臣
）

9
東
宮
妃
周
忌
願
文
（
康
平
六
年
六
月
十
二
日
、
明
衡
朝
臣
）

10
第
三
親
王
周
忌
願
文
（
保
安
元
年
十
一
月
廿
八
日
、
敦
光
朝
臣
）

11
小
野
宮
右
大
臣
四
十
九
日
追
善
願
文
（
寛
徳
三
年
一
＿
一
月
二
日
、
明
衡
朝

臣
）

12
賓
成
卿
為
家
督
追
善
願
文
（
長
久
四
年
八
月
十
三
日
、
明
衡
朝
臣
）

13
小
野
宮
右
大
臣
周
忌
願
文
（
永
承
元
年
十
二
月
八
日
、
寅
範
朝
臣
）

14
為
亡
息
隆
兼
朝
臣
四
十
九
日
忌
願
文
（
康
和
四
年
六
月
廿
日
、
江
帥
）

右
の
う
ち
、

5
白
河
院
奉
為
故
中
宮
堂
供
養
願
文
は
、
『
江
都
督
納
言

願
文
集
』
に
所
収
の
も
の
（
円
徳
院
供
養
願
文
）
で
、
既
に
検
討
済
み
の

も
の
で
あ
る
（
注
11)
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
除
く
十
三
篇
が
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
な
る
。

こ
の
中
で
は
、

4
の
萬
寿
二

(
1
0
二
五
）
年
が
古
く
、

3
の
保
延
ニ
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（
―
-
三
六
）
年
が
新
し
い
作
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
中
で
作
者
と
し
て
多
く
の
作
を
収
め
て
い
る
の
は
、
大
江

匡
房
と
藤
原
敦
光
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
平
安
時
代
後
期
を
代
表
す
る

学
者
で
あ
っ
て
、
夙
に
、
岡
田
正
之
氏
が
、
「
平
安
朝
に
於
て
、
漢
文
学

者
の
殿
を
な
し
ヽ
も
の
は
、
八
世
の
家
学
を
伝
へ
て
三
朝
の
帝
師
と
な
れ

る
大
江
匡
房
と
、
式
家
の
文
学
を
継
ぎ
て
名
を
五
朝
に
著
し
た
る
藤
原
敦

光
と
の
二
人
な
り
。
固
よ
り
詩
を
賦
し
、
文
を
属
す
る
士
人
は
勘
か
ら
ざ

る
も
、
一
世
を
代
表
す
べ
き
学
者
と
し
て
は
特
に
此
の
二
人
を
挙
げ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
12)
。

さ
て
、
こ
の
十
三
篇
に
つ
い
て
、
前
項
と
同
様
の
調
査
を
行
な
っ
て
み

る。
1
、
待
賢
門
院
奉
為
白
河
院
追
善
願
文

一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
「
蓋
聞
」
こ
一
番
「
伏
惟
」
•
四
番
「
崖
圏
」
•
五

番
・
七
番
「
例
」
・
六
番
（
八
番
重
ね
る
）
・
十
番
「
仰
願
」
・
「
稽
首

和
南
」2

、
堀
河
院
奉
為
母
后
御
八
講
願
文

一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
「
夫
」
こ
一
番
「
伏
惟
」
・
五
番
・
七
番
「
切
」
．

六
番
（
八
番
重
ね
る
）
・
十
番
「
仰
願
」
・
「
敬
白
」

3
、
鳥
羽
院
奉
為
母
后
五
部
大
乗
経
供
養
顧
文

一
番
（
孝
行
儀
）
「
蓋
聞
」
こ
一
番
「
伏
惟
」
・
五
番
「
然
間
」
・
七
番

「
因
荘
」
・
六
番
「
方
今
」
（
八
番
重
ね
る
）
•
五
番
・
十
番
「
仰
請
」

・
「
敬
白
」

4
、
皇
后
宮
四
十
九
日
願
文

10
、
小
野
宮
右
大
臣
四
十
九
日
追
善
願
文

七
番
・
一
番
（
世
間
無
常
通
用
餞
）
「
右
」
こ
一
番
「
伏
惟
」
・
五
番
・

―
―
一
番
「
然
間
」
•
四
番
・
五
番
・
六
番
「
愛
」
（
八
番
重
ね
る
）
•
五
番

・
十
番
・
「
敬
白
」

5
、
六
条
右
大
臣
室
家
奉
為
同
宮
堂
供
養
願
文

「
女
弟
子
姜
身
心
不
退
白
佛
言
」
・
一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
・
ニ
番
「

伏
惟
」
・
四
番
・
五
番
・
七
番
「
是
以
」
・
六
番
・
十
番
「
重
願
」
・
「

敬
白
」6

、
中
宮
周
忌
願
文

七
番
・
「
右
ー
」
（
法
会
の
趣
旨
）
・
一
番
（
仏
法
賛
嘆
）
・
ニ
番
「

抑
」
・
四
番
・
五
番
（
八
番
重
ね
る
）
・
十
番
「
伏
願
」
・
「
敬
白
」

7
、
東
宮
四
十
九
日
願
文

七
番
・
「
以
前
佛
経
旨
趣
如
右
」
・
一
番
（
世
間
無
常
通
用
鍛
）
＇
「
夫
」

こ
一
番
「
伏
惟
」
・
三
番
「
而
」
・
四
番
・
五
番
・
六
番
「
於
是
」
・
七

番
・
五
番
「
抑
」
・
十
番
「
願
」
・
「
敬
白
」

8
、
東
宮
妃
周
忌
願
文

「
弟
子
藁
膜
拝
稽
顆
白
佛
而
言
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
・
ニ
番
「
弟

子
」
・
四
番
・
五
番
・
六
番
「
然
間
」
・
七
番
「
切
」
・
五
番
（
九
番
重

ね
る
）
・
十
番
「
伏
願
」
・
「
敬
白
」

9
、
第
三
親
王
周
忌
願
文

一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
「
夫
」
・

1
一
番
「
伏
惟
」
・
三
番
「
愛
」
•
四
番
・

五
番
・
六
番
「
今
」
・
七
番
・
ニ
番
「
抑
」
・
十
番
「
伏
請
」
・
「
敬
白
」

-8-



「
弟
子
資
平
至
心
稽
顆
白
佛
而
言
」
・
一
番
（
悲
嘆
哀
傷
）
こ
一
番

「
所
天
」
・
三
番
「
愛
」
・
四
番
「
今
荘
」
・
五
番
・
六
番
「
然
間
」
．

七
番
・
ニ
番
「
又
」
・
十
番
・
「
敬
白
」

11
、
寅
成
卿
為
家
督
追
善
願
文

「
弟
子
正
二
位
藤
原
朝
臣
寅
成
至
心
稽
首
白
佛
而
言
」
こ
一
番
・
―
―
―

番
「
然
間
」
・
四
番
・
五
番
・
六
番
「
方
今
」
・
七
番
「
例
」
・
十
番
「

仰
願
」
・
「
敬
白
」

12
、
小
野
宮
右
大
臣
周
忌
願
文

「
弟
子
其
輝
命
稽
首
敬
白
佛
言
」
・
ニ
番
「
伏
惟
」
・
五
番
「
於
戯
」

・
六
番
「
方
今
」
・
七
番
「
例
」
・
十
番
・
「
敬
白
」

13
、
為
亡
息
隆
兼
朝
臣
四
十
九
日
忌
願
文

「
弟
子
正
二
位
行
権
中
納
言
大
江
朝
臣
匡
房
合
二
羽
之
掌
白
両
足
之

尊
」
・
一
番
（
世
間
無
常
通
用
懺
）
・
ニ
番
「
伏
惟
」
•
四
番
「
而
」
．

六
番
「
方
今
」
・
七
番
「
侶
」
・
五
番
「
於
戯
」
・
十
番
・
「
敬
白
」

右
の
士
一
＿
篇
の
文
章
構
成
を
観
察
し
て
み
る
に
、
や
は
り
、
前
項
に
お

け
る
調
査
結
果
と
の
一
致
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
二
番
・

四
番
・
五
番
の
、
追
善
の
対
象
と
な
る
故
人
の
生
前
の
様
子
、
逝
去
、
そ

し
て
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
へ
と
連
な
る
調
べ
と
、
六
番
・
七
番
の
法
会

の
様
子
を
言
語
で
荘
厳
す
る
部
分
と
の
二
つ
の
柱
が
、
構
成
上
の
主
軸
と

な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
を
一
番
と
十
番
の
間
に
配
置
す
る
と
い
っ
た
類
型

性
を
析
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
、
時
に
、
五
番
が
繰

り
返
さ
れ
悲
し
み
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
な

が
ら
、
ほ
ぽ
こ
の
順
に
綴
ら
れ
る
。

先
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
旧
稿
に
お
い
て
、
平
安
初
期
の
空

海
・
菅
原
道
真
の
追
善
願
文
、
平
安
後
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
活
躍
し

た
鴻
儒
大
江
匡
房
の
追
善
願
文
の
文
章
構
成
を
調
査
し
、
報
告
し
た
こ
と

が
あ
る
。

此
の
度
、
平
安
中
・
後
期
の
作
品
に
つ
い
て
観
察
し
て
き
た
。

厳
密
に
は
‘
＾
平
安
時
代
＞
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
で
調
査
す
べ
き
追
善

願
文
の
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
い
く
ら
か
は
存
し

よ
う
が
、
以
下
に
ま
と
め
る
と
こ
ろ
は
、
作
品
が
追
加
・
補
充
さ
れ
よ
う

と
も
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
大
幅
な
修
正
は
な
い
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。『

王
澤
不
渇
紗
』
の
基
準
に
従
っ
て
、
平
安
時
代
追
善
願
文
の
文
章
構

成
の
様
相
を
通
覧
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
類
型
性
は
、
ど
の
作
品
に
も

ほ
ぼ
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
は
、
二
番
聖
霊
平
生
存
生
之
様
・
四
番
逝
去
之

様
・
五
番
悲
嘆
之
様
の
、
追
善
の
対
象
と
な
る
故
人
の
生
前
の
様
子
、
逝

去
、
そ
し
て
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
へ
と
連
な
る
調
べ
と
、
六
番
日
数
事

・
七
番
修
善
仏
経
事
の
、
法
会
の
様
子
を
言
語
で
荘
厳
す
る
部
分
と
の
二

つ
の
柱
が
、
構
成
上
の
主
軸
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
を
一
番
四
種
次
第

六
、
結
び

又
、
七
番
が
冒
頭
に
置
か
れ
次
い
で
法
会
の
趣
旨
が
短
く
語
ら
れ
る
形

式
も
、
『
菅
家
文
草
』
・
『
本
朝
文
粋
』
に
続
い
て
認
め
ら
れ
る
。

ー
平
安
時
代
追
善
願
文
の
文
章
構
成
ー
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と
十
番
廻
向
句
事
と
の
間
に
配
置
す
る
と
い
っ
た

A
型
＞
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
追
善
願
文
に
お
い
て
、
こ
の

A
型
＞
を
最
も
志
向
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
『
性
霊
集
』
所
収
の
空
海
作
追
善
願
文
で
、
逆
に

最
も
希
薄
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
『
菅
家
文
草
』
所
収
の
道
真
の
願

文
で
あ
る
。
道
真
の
作
は
、
単
に
、
個
々
の
内
容
の
配
置
が
固
定
的
で
な

い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
願
主
や
故
人
の
立
場
、
事
情
、
心
の
さ
ま
や
寺

院
の
縁
起
・
風
情
な
ど
『
王
澤
不
渇
紗
』
の
基
準
に
記
さ
れ
な
い
内
容
も

適
宜
盛
り
込
ん
で
い
て
、

A
型
＞
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
表
現
世
界
を

造
形
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
中
期
以
降
の
、
『
本
朝
文
粋
』
・
『
本
朝
続
文
粋
』
・
『
江

都
督
納
言
願
文
集
』
所
収
の
追
善
願
文
に
な
る
と
、
多
少
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
ほ
ぽ
こ
の

A
型
＞
は
保
持
さ
れ
、
「
追

善
願
文
」
の
文
章
構
成
上
の
パ
タ
ー
ン
が
確
定
的
と
な
る
。

た
だ
し
、
叙
述
の
多
寡
と
い
う
点
で
は
、
一
番
・
十
番
を
重
視
し
て
、

筆
を
多
く
費
や
す
空
海
の
作
品
に
比
べ
て
、
五
番
の
、
故
人
を
悲
嘆
哀
悼

す
る
部
分
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
作
品
の
増
え
て
く
る
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。

又
、
七
番
を
冒
頭
に
配
し
法
会
の
趣
旨
を
最
初
に
添
え
る
形
式
は
、
空

海
の
も
の
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
道
真
の
作
に
そ
の
源
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の

A
型
＞
か
ら
外
れ
た
八
番
時
節
景
気
事
、
九
番
昔
因
縁
事
は
、

平
安
時
代
を
通
じ
て
独
立
性
が
希
薄
で
あ
っ
て
、
単
独
で
析
出
し
が
た
い

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八
番
は
、
六
番
・
七
香
で
法
会
の
様
子
を
述
べ

【注】

1

山
本
真
吾
「
文
章
構
成
法
か
ら
観
た
平
安
初
頭
期
追
善
願
文
の
文

体
」
（
『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』

2
、
平
成
3
.
6
)

峰
岸
明
「
『
本
朝
文
粋
』
の
文
章
に
つ
い
て
ー
日
本
漢
文
文
体
判

定
の
基
準
を
求
め
て
1

」
(
『
国
語
と
国
文
学
』

69
ー
11
、
平
成

4
.
1
1
)
 

山
本
真
吾
「
平
安
時
代
の
願
文
に
於
け
る
冒
頭
・
末
尾
の
表
現
形

式
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

49
、
平
成

2
.
3
)
 

山
本
真
吾
「
平
安
時
代
の
表
白
文
に
於
け
る
対
句
表
現
の
句
法
の

変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
学
』

49＼
昭
和
6
2
.
6
)

山
本
真
吾
「
平
安
時
代
に
於
け
る
追
善
願
文
の
語
彙
の
性
格
」
（

国
語
語
彙
史
研
究
会
＾
第
四
十
三
回
＞
口
頭
発
表
、
平
成
5
.
4

5
 

4
 

3
 

2
 

る
際
に
こ
れ
に
重
ね
ら
れ
、
九
番
は
、
二
番
・
五
番
で
故
人
を
中
国
古
典

の
人
物
及
び
そ
の
業
績
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
箇
所
に
重
ね
て
表
現
さ

れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
が
判
っ
て
き
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
平
安
時
代
追
善
願
文
に
お
け
る
文
章
構
成
に
関
す
る

考
察
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
こ
と
と
す
る
が
、
さ
ら
に
、
追
加
の
資
料
に
よ

っ
て
、
所
論
の
補
正
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
今
回
の
成
果
を
、
①
冒
頭
末
尾
の
表

現
形
式
、
②
対
句
表
現
の
句
法
や
平
仄
、
④
語
彙
表
現
と
、
関
連
さ
せ
、

総
合
的
に
追
善
願
文
の
言
語
表
現
を
把
握
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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7
 

6
 

【
本
学
教
官
】

）
 注

1
文
献

山
本
真
吾
「
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
所
収
追
善
願
文
の
文
章
構

成
に
つ
い
て
」
（
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』

15
、
平
成
4
.
5
)

テ
キ
ス
ト
は
、
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
十
九
巻
下
を
用
い

る
が
、
適
宜
、
身
延
本
も
参
照
し
た
。

注
7
文
献

テ
キ
ス
ト
は
、
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
十
九
巻
下
を
用
い

た。注
7
文
献

岡
田
正
之
『
日
本
漢
文
学
史
』
（
昭
和
4
、
共
立
社
書
店
）
第
一

篇
朝
紳
文
学
時
代
第
四
期
平
安
朝
後
期
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